
 委 託 契 約 書 （案） 

 

 

１ 契約業務名 平成３０年度福井県立大学春季シンガポール短期語学研修事業委託 

 

２ 契 約 金 額 金       円 

         （うち取引に係る消費税額および地方消費税の額 金     円） 

 

３ 契 約 期 間 契約締結の日から平成３１年３月２５日まで 

 

４ 履 行 場 所 仕様書のとおり 

 

５ 契約保証金 金       円 

※ 契約保証金は、契約金額の１００分の１０以上。 

※ 保険証券、保証証券が提供された場合は、保険または保証に付される金額を記載。 

※ 契約事務取扱細則第３８条第１項の規定に該当する場合は、「免除」と記載。 

 

 公立大学法人福井県立大学（以下「甲」という。）と、             （以

下「乙」という。）とは、次の条項により契約を締結する。 

 

この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を

保有するものとする。 

 

平成３０年 月 日 

 

 

                  甲  吉田郡永平寺町松岡兼定島４－１－１ 

                     公立大学法人福井県立大学 

                     理事長  林 雅則 

 

 

                  乙   



契 約 条 項 

 

（契約の要項） 

第１条 この契約の要項は、頭書のとおりとする。 

 

（委託業務の実施方法） 

第２条 乙は、別添仕様書および甲が必要に応じて指示する事項を遵守の上、誠実にこれを履   

行しなければならない。 

 

（調査等） 

第３条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し委託業務の処理状況について報告もしく 

は資料の提出を求め、または必要な指示を与えることができる。 

 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第４条 乙は、この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させて 

はならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。 

 

（再委託の禁止） 

第５条 乙は、委託業務の処理を自ら行うものとし、業務の全部または一部を第三者に委託し、 

もしくは請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、 

この限りでない。 

 

（実績報告および検査） 

第６条 乙は、委託業務が終了したときは、速やかに仕様書に基づく報告書等を甲に提出し、甲

   の命じた職員の検査を受けなければならない。 

  ２ 甲は委託業務が実施要領等に示すものに適合していないと認める時は、期日を定めて 

業務の手直しをさせることができる。この場合の費用は、乙の負担とする。 

 

（委託料の支払） 

第７条 乙は、前条の規定による甲の履行確認を得た後、甲に対して委託料の支払を請求する 

ものとし、甲は乙からの適法な請求書を受理したときは、その日の翌月２５日までに委 

託料を支払うものとする。ただし、２５日が日曜日、土曜日および国民の休日の場合は

その翌営業日とする。 

  ２ 甲の責めに帰すべき理由により、前項の支払期限までに委託料を支払わない場合は、 

  乙は甲に対して未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関す 

る法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条の規定により定められた割合で計算した金 

額を遅延利息として請求することができる。 

 

（履行遅延） 

第８条 甲は、乙の責に帰すべき事由により契約履行期限までにその義務を履行しないときは、 

遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条の規定により定められ

た割合で計算した金額を遅延利息として徴収する。 

 

（契約の解除） 

第９条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。 

  （１）その責に帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。 

  （２）この契約を履行せず、または履行を継続することができないと認められるとき。 

  （３）誠実に業務を履行する意思がないと認められるとき。 

  （４）契約の履行につき、不正の行為をしたとき。 

  （５）契約の解除を申し出たとき。 

  （６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第



６号に規定する暴力団員または同条第２号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接

な関係を有している者と認められるとき。 

 

（違約金等） 

第 10 条 前条の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は違約金として委託期間全期間分 

の委託料の１００分の１０に相当する金額を甲に支払うものとする。ただし、甲に違約

金の額を超える損害が発生した時は、甲はその超過額を請求することができる。 

２ 前項の場合において、契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われてい 

るときは、甲は当該契約保証金または担保をもって違約金に充当することができるものと 

する。 

 

（損害賠償請求権） 

第 11 条 乙は、委託業務の実施に当たり、乙の故意または過失により甲または第三者に損害 

を与えたときは、損害賠償の責を負うものとする。 

   ２ 前項の損害賠償の額は、甲または第三者が実際に被った損害額とする。 

   ３ 天災その他不可抗力によって生じた損害については、乙が善良なる管理者の注意義 

務を怠らなかったと認める場合は、甲はこれを請求しない。 

            ４ 委託業務の履行に関し、第三者に損害が生じたときは、甲の責に帰すべき事由によ 

る場合を除き、乙は、その損害賠償の責を負う。ただし、その損害が天災その他不可 

抗力による場合は、その負担について、甲と乙が協議して定める。 

 

（著作権等権利の処理） 

第 12条 乙は、委託業務の実施にあたり、第三者が有する著作権、特許権等の排他的権利を 

侵害してはならない。 

   ２ 乙は、委託業務の実施上、前項の排他的権利を使用する必要がある場合は、その権 

利関係を処理するものとする。 

   ３ 乙が、前２項の規定に反したことにより甲が損害を受けた場合は、甲は乙に対して 

損害賠償を請求することができるものとする。 

 

（秘密の保持） 

第 13条 乙は、委託業務実施中に知り得た秘密および甲の行政事務などで一般に公表されて 

いない事項を他にもらしてはならない。 

 

（個人情報の保護） 

第 14条 乙がこの契約に関して取扱う個人情報については「福井県個人情報保護条例（平成 

１４年福井県条例第６号）」の適用を受ける。 

   

（グリーン購入） 

第 15条  乙は、事業の実施において物品等を調達する場合、「福井県庁グリーン購入推進方 

   針（平成１３年４月２７日策定）」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。 

 

（疑義等の決定） 

第 16条 この契約に定めのない事項およびこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議し 

て定めるものとする。 

  

（紛争等の解決） 

第 17条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を 

第１審の管轄裁判所とする。 



 

 

（別紙）仕様書 

 

１ 事業概要 

・ 派 遣 先：ＥＦエデュケーション・シンガポール校（以下、「語学学校」という。） 

・ 派遣期間：平成３１年２月２４日（日）から３月１０日（日）までの１５日間 

・ 派遣者および人数：本学１年次生２１名 

・ 派遣日程：  

曜日 日 月 火 水 木 金 土 

 ２月２４日 ２５日 ２６日 ２７日 ２８日 ３月１日 ２日 

第

1

週 

午前 本学発 

シンガポール着 
語学研修 

シンガポール 

日本人会 

午後 自主研修 

 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 

第

2

週 

午前 

自主研修 語学研修 自主研修 

午後 

 １０日 

第

3

週 

午前 
シンガポール発 

本学着 午後 

・ 派遣先での研修内容：語学学校での英語研修（一週間あたり２６レッスンのジェネ

ラルコース受講と語学学校が実施する卒業レベル判定テスト受験）および自主研修 

・ 事前研修：渡航手続や語学学校および現地での安全対策等の説明 

 

２ 事業スケジュール 

   平成３０年１０月   参加者募集開始（本学が実施） 

     〃  １１月   参加者決定、契約 

事前研修開催（出発までに３回程度実施） 

   平成３１年 ２月   派遣研修実施 

     〃     ３月   帰国、成果報告書提出 

 

 



 

３ 仕様詳細 

（１）派遣研修 

全行程（交通機関、研修内容）を契約後速やかに本学へ提示し、承認を得ること。 

①  日程等 

・ 派遣研修の催行は受託者の責任で安全かつ適正に実施すること。 

・ 本学を出発・帰着するまでの全行程において添乗員を同行させ、空港送迎時、出入

国時、語学学校への入卒時など全体での移動の誘導・引率、研修や宿泊手続きの補

助、緊急時への対応等の業務を行うこと。 

・ 本事業の安全かつ円滑な実施が危ぶまれる時は本学の判断により中止する場合も

ある。  

② 交通機関 

・ 学生の送迎を原則とし、大学から学生を国内空港までバスにて往復送迎し、添乗員

が同行すること。 

・ 手配しようとする交通機関について、変更等が必要となった場合には、事前に本学

と協議し承認を得たうえ、適切な代替交通機関を手配すること。ただし、派遣の途

中において変更の必要性が発生した場合で、派遣者の生命および財産への急迫した

危険を避けるために止むを得ない場合はこの限りでない。 

・ 上記において変更があった場合、速やかに本学に連絡を行うこと。 

・ 参加者にとって安全で快適な移動手段とすること。 

③ 宿泊施設、食事 

・ 宿泊施設は語学学校併設のドミトリーとし、１室で派遣者４名を原則とすること。 

・ 部屋別の宿泊者の構成については、他の国籍の生徒と同部屋となるよう国籍配分を

考慮し、本学と相談の上手配を進めること。 

・ 宿泊先は安全で快適かつ経済的で、研修のための移動がスムーズに行える場所に立

地する施設とすること。 

・ 添乗員は派遣先で、付近の適当な食事場所を具体的に説明すること。 

 

（２）派遣者募集 

・ 派遣者の募集および決定は本学が行う。 

 

（３）事前研修 

・ 派遣研修前に実施する事前研修（３回）での説明を行うこと。 

・ 事前研修実施にあたっては、事前に本学と日程、内容について協議を行うこと。 

・ 事前研修時に、自主研修時の観光や体験等のオプショナルツアー（費用は参加者負

担とする）を提示すること。 



 

（４）成果報告書 

  成果報告書には以下の内容を含むこと。 

  ・事前研修の概要 

・安全対策の措置・結果の報告 

・語学学校での学習の様子 

・プレイスメントテストの結果、配置クラス一覧 

・卒業レベル判定テストの結果 

・語学学校担当者（校長）からの派遣者の印象、課題等の講評 

 

（５）派遣者の安全対策および危機管理対応 

・ 現地支店を通じ、派遣者の安全対策および危機管理対応策を迅速に講じ、本学へ報

告を行うこと。 

・ 受託者の休業日においても、対応を行うこと。 

・ 添乗員においては、渡航期間中派遣者が加入する海外旅行保険の補償内容を理解し

ておくこと。 

（公益財団法人日本国際教育支援協会による学研災付帯海外留学保険「付帯海学」

への加入を予定） 


